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靖国合祀は違法に非ず！！！
これが 大阪地裁、２月２６日、の判決です

原告要約

靖国神社は戦争遂行に役立った戦死・戦没者を祭神と（合祀）

して讃えます。国のために一命を犠牲にした人は、国にとって

は、神であるとみなすからです。と同時に、他国を侵略し、人々

を殺傷するなど、極悪非道の戦争を、例外なく、自存自衛の戦

争として正当化し、これからもどんどん戦争を行えるようにそ

なえます。ですから私たちの信仰の規範である

第一戒 「われはなんじの主なる神なり、

われのほか何者をも神とすべからず。」

第五戒 「なんじ、殺すなかれ。」

に反することはもちろん、「神お一人だけが絶対者」とも、「人

みな神の子」「人間みな兄弟」とも相容れず、靖国にみる国家

神道は平和の福音とは正反対のもの、最高法規である「日本国

憲法」にも違反していることは言うまでもありません。

1943年 4月に戦没した父西山忠一が靖国に合祀されていたことを 2005年 1 月に知りまし

た。直ちに合祀取消しを求めましたが、ラチがあかず、仕方なく、2006 年 8 月に大阪地裁に

合祀取消しと国の共同不法行為からの救済を求めました。原告 9 人での日本初の法廷闘争で

した。そして得たのが 2 月 26 日の判決「靖国合祀は違法に非ず」でした。

その理由の大筋は

「原告たちに信教の自由が認められているように靖国神社にも同様である。前者が後者の

自由を不快に感じたとしても原告たちの権利利益を損なってはいないから、回復には値し

ない。不法行為がないのであるから、国にも共同不法行為は成立せず、いずれの請求にも

理由なく、棄却する。」

でした。福音の真髄にも最高法規にも違反する判決であることは明らかですが、このまま引

き下がっては、以後問答無用、解決不能となり、私たちも同罪となってしまいます。

ニュース・レター

号外 2009.6.7

発行：支える会事務局
代表：園田朋里
mail：ptnishiyama@yahoo.co.jp
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この不首尾と非力を恥じ、神と人へのお詫びを胸に

月 6 日正午前、大阪高等裁判所へ判決不服の控訴を

たしました。苦汁の決断でした。特に、「蟻の一穴」

なるために、これまでの弁護団、事務局、支える会、

は袂を別たれ、単独での控訴となったのですから。

かも健康不十分ななかでの闘い、しかし「理はわれ

ある」のは歴然、信仰と良心の求めるものであれば

のみ恵みも心ある人々の助けも、きっと、お与えい

だけるものと信じます。支援と関与を続けてくださ

よう、そして、呼びかけあってくださるように、切

せつに、お願い申し上げる次第です。平和の福音の

束、正義と平和の実現は仮初
かりそめ

のものではないはずで

し、決して、そうさせてはならないと願います。

ご理解、ご支援、を切に切に祈ります。

西山俊彦

大阪高裁へ控訴、ご支援を切に願います！

宗教における強制は、他のいかなる事柄における

強制とも特に明確に区別される。私がむりに従わさ

れる方法によって私が裕福となるかもしれないし、

私が自分の意に反してむりに飲まされた薬で健康を

回復することがあるかもしれないが、しかし、自分

の信じていない神を崇拝することによって私が救わ

れようはずがないからである｡ ― J.ロック ―

憲法第二十条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治

上の権力を行使してはならない。

何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参

加することを強制されない。

国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教

的活動もしてはならない。
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ご支援、ご協力をお願いいたします

靖国神社合祀取消を実現し平和憲法を護る会

代表：園田朋里

562-0031 大阪府箕面市小野原東 3-5-19 e-mail：ptnishiyama@yahoo.co.jp

http://peace-appeal.fr.peter.t.nishiyama.catholic.ne.jp/ (判決要旨、判決骨子掲載)

靖国神社合祀取消を実現し平和憲法を護る会 （郵便振替）００９００－７－２７２００８

※ 領収書は、ご請求のない場合、振替受領証をもって代えさせていただきます。ご了承ください。


